
「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません

日野市環境月間日野市環境月間日野市環境月間日野市環境月間

1 0月の市民相談 問合せ先会　場日　　時名　　称

同センター
�５８６－１２７９

子ども家庭支援
センター

毎週月曜～土曜日
※祝日を除く
９：３０～１７：００

子どもの虐待
相談

教育相談室
�５９２－１１６０
子どもこころの
電話相談
�５９２－２７８２

教育センター内
教育相談室

毎週月曜～金曜日
※祝日を除く
１０：００～１７：００

教育相談

健康課
�５８１－４１１１

生活・保健
センター

随時（電話予約）

健康相談

食生活相談
（生活習慣病・高齢者の
食事等）

消費生活相談室
�５８１－３５５６

毎週月曜～金曜日
※祝日を除く
９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

消費生活相談

高齢福祉課
�０１２０－１２３－１２７

毎日２４時間高齢者電話健康相談

予約及び
電話相談は
男女平等課
�５８７－８１７７へ

男女平等推進セ
ンター（多摩平の
森ふれあい館）

毎週火曜・水曜日
※３１日を除く
火曜日：１８：００～２１：００
水曜日：９：４５～１６：００

女性相談
（電話・面接）
※前もって予約を

日野市社会福祉
協議会
�５８４－１２９４

中央福祉
センター

法律、住宅改造相談を
実施
※日時は問い合わせを

日社協「くらし
なんでも相談」

問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当
市役所代表番号
�５８５－１１１１

※予約等の受け
付けは電話で
８：３０から
（先着順）

※１３日�に行わ
れる各相談の予
約は６面参照　

市役所１階
市民相談室

※１３日�は生活
・保健センター

で１３：３０～１５：
３０（受け付けは
１４：３０まで）。　
詳細は６面参照

※１３日�の法律
相談は１０：００～
１２：００市役所、
１３：３０～１５：３０は
生活・保健セン
ター　　　　　

※市政に対する
一般相談は毎週
月曜～金曜日
（祝日を除く）の
８：３０～１７：１５
に受け付け

３日�・１３日�・ 
１７日�・２４日�
１０：００～１６：００

法律相談
※相談日前日から予約を

２１日�
９：００～１２：００

土曜法律相談
※相談日前日から予約を

６日�・１３日�
１３：３０～１６：００行政相談

１３日�・２６日�
１３：３０～１６：００人権身の上相談

１３日�
１４：３０～１５：３０

子どもの
人権専門相談

１６日�
１３：００～１６：００

消費者金融専門相談
※１０日�から予約を

１３日�
１３：３０～１５：３０交通事故相談

１３日�
１３：３０～１５：３０登記相談

１３日�
１３：３０～１５：３０税務相談

１３日�
１３：３０～１５：３０不動産相談

１３日�
１３：３０～１５：３０

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当
旭が丘東地区
センター

２６日�
９：３０～１１：３０

市長相談
※２日�～１２日�（日曜
日、祝日を除く）に予約を

同センター
�５８６－１１７１

地域子ども家庭支
援センター万願寺

火曜日、祝日を除く毎日
９：３０～１７：００

子育て相談

同センター
�５８９－１２６２

子ども家庭支援
センター

毎週月曜～土曜日
※祝日を除く
９：３０～１７：００

同保育園
�５８６－１１７２

おおくぼ
保育園毎週月曜～金曜日

※祝日を除く
１０：００～１６：００ 同児童館

�５８６－１１８４
あさひがおか
児童館

健康課
�５８１－４１１１

ひらやま
児童館

６日�
９：４５～１１：００

乳幼児相談

たまだいら
児童館

１３日�
９：４５～１１：００

みなみだいら
児童館

１７日�
９：４５～１１：００

生活・保健
センター

２０日�
９：４５～１１：００

　豊かな日野の自然環境を身近に感じてもらえるように、市ではさまざ
まな催しを行います。　　　
　水と緑はすべての生き物が生き続けるためには、なくてはならないも
のです。
　この機会に、水辺の環境と自然の大切さについて考えてみませんか。

　 （緑と清流課）
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「泳げる川にするのは誰～浅川で泳ぎた
い・泳がせたいⅡ」
�日時＝１０月１日�午後１時～４時
�会場＝市役所５階５０５会議室
�コーディネーター＝山道省三氏（全国
水環境交流会代表理事）
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　市内の小・中学校の児童・生徒が緑や
清流への思いを描いたポスターを展示し
ます。
�日時＝１０月２日�～２７日�午前８時３０
分～午後５時１５分※２７日は午後４時ま
で。日曜日、祝日を除く
�会場＝市役所１階ロビー

��������	
��

　自治会や小学校の協力を得て用水路の
清掃をします。皆さんのご参加をお待ち
しています。
　何げなく捨てられたごみで近隣の方々
に多大な迷惑をかけるだけでなく、水路
に生息する生き物にまでも影響を与えて
います。水路は「自分の家の一部」と考
え、汚さないようにしましょう。
�日時＝１０月１５日�午前１０時～１１時※小
雨実施
�集合＝午前９時４５分に�よそう森公園
（新町郵便局そば）�栄町４丁目バス
停付近�日野駅北土地区画整理地入口
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�日時＝１０月２日�～２７日�午前８時３０
分～午後５時１５分※２７日は午後４時ま
で。日曜日、祝日を除く
�会場＝市役所１階ロビー
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　緑と水を中心に環境問題に取り組んで
いる市民団体・小学校等の活動報告や研
究内容の展示や市内の用水路等に生息す
る水生生物についての紹介・展示をしま
す。
�日時＝１０月１０日�～２０日�午前８時３０
分～午後５時１５分※２０日は正午まで。
日曜日を除く
�会場＝市役所１階１０１会議室

※１０月１３日�は「総合市民相談」のため、　　は相談を合同で行います
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電
気
式
陶
芸
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、
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イ
コ
ン
制
御
に

よ
り
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
だ
け
で
簡
単
に

作
品
を
焼
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
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、
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高
幡
台
分
室
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

に
対
応
し
た
部
屋
が
あ
り
、
各
種
の
活
動

に
使
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
地
域
の
生
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習
の
拠
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て
、
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民
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座
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い
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す
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▽
所
在
地
＝
程
久
保　

番
地
（
旧
高
幡
台

５５０

小
）

▽
休
館
日
＝
月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

▽
団
体
登
録
＝
主
に
日
野
市
民
で
構
成
さ

れ
、
自
主
的
な
社
会
教
育
活
動
を
行
う
５

人
以
上
の
サ
ー
ク
ル
が
対
象

▽
問
合
せ
先
＝
中
央
公
民
館
（
�　

・
７

５８１

５
８
０
）

電
気
式
陶
芸
窯
を
設
置

水水のの郷郷シシンンポポジジウウムム、、ミミニニ水水族族館館ななどどをを開開催催

新
た
に
陶
芸
専
門
の
部
屋
を
新
設

中央公民館中央公民館
高幡台分室高幡台分室
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月月月月月月月月月月月
１１１１１１１１１１００００００００００１０

▲いつまでも美しい自然を残しましょう（旧程久保川）

▲市内の河川や用水路に生息する魚類等を
水槽で紹介します
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